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本日のお話

 函館市医療・介護連携支援センターとは

 介護保険について



 函館市医療・介護連携支援センターとは



なぜ今、医療と介護の連携が必要か？

2025年問題

2040年問題

多死社会の問題



団塊世代とは

団塊世代とは、日本において、第一次ベビーブームが
起きた時期に生まれた世代。
第二次世界大戦直後の1947年（昭和22年）～1949年

（昭和24年）に生まれた戦後世代のこと。

・年間の出生数は260万人超え。
・3年間の合計出生数は809万人にのぼり、他の世代と
比べ突出して人口が多くなっている。

なぜ今、医療と介護の連携が必要か？



団塊ジュニア世代とは、日本において、
第2次ベビーブームの1971（昭和46年）～1974年
（昭和49年）生まれを指し、団塊世代の子供たちの世
代。

・年間の出生数は200万人超え
・団塊世代より出生数は、減少しているが、やはり
他の世代と比べ突出して人口が多くなっている。

なぜ今、医療と介護の連携が必要か？

団塊ジュニアとは



団塊世代が２０２５年に、全員後期高齢者となるなど、
今後しばらくは高齢化が進行すると予測される。

それに伴い、在宅で療養する高齢者の増加が見込まれて
いる。

なぜ今、医療と介護の連携が必要か？

2025年問題



なぜ今、医療と介護の連携が必要か？

2040年問題

団塊ジュニア世代が65歳に到達し始め、生産年齢人口
が大幅な減少に向かうのが2040年。

この年をピークに徐々に高齢者の人口は減っていくが、
逆に加速するように、生産年齢の人口は減少していくの
で、高齢化率はどんどん高くなっていく。



なぜ今、医療と介護の連携が必要か？

多死社会の問題

2025年以降は、多死社会と呼ばれ死に場所難民が
でるのではと懸念されている。

2040年には死者の数が167万人でピークを迎えると
推計されている。



『厚生労働省ホームページから引用』

地域包括ケアシステムとは



在宅医療・介護連携推進事業



函館市医療・介護連携支援センターとは



函館市医療・介護連携推進協議会

函館市医療・介護
連携支援センター

地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・
介護連携の現状を把握し、課題の抽出、対応策を検討



センターの事業内容

１ 地域の医療・介護の資源の把握、情報提供

２ 切れ目のない医療・介護の提供体制の構築

３ 医療・介護関係者の情報共有の支援

４ 医療・介護連携に関する相談支援

５ 医療・介護関係者の研修

６ 地域住民への普及啓発

函館市医療・介護連携支援センターとは



１ 地域の医療・介護の資源の把握、情報提供
地域の医療・介護資源の把握、在宅医療・後方支援 病院の

リスト・マップ （ホームページへの掲載）

『在宅医療・介護連携マップ・リスト』の作成、普及

ＵＲＬ：

hakodate-ikr.jp
（スマートフォン対応）

○「在宅医療」もしくは「在宅
医療の後方支援」に取り組む市
内の病院、診療所や薬局、介護
事業所などについてホームペー
ジ上で位置情報の確認や医療・
介護機関の情報を表示



○専門職から寄せられた相談をも
とに， 医療と介護の連携場面で
知っていたら便利な情報をまとめ
た冊子

２ 切れ目のない医療・介護の提供体制の構築 入退院支援、急変時対応のルール作りなど

『はこだて療養支援のしおり』の作成、普及



２ 切れ目のない医療・介護の提供体制の構築 入退院支援、急変時対応のルール作りなど

○函館市消防本部の協力のもと、
高齢者が救急搬送される時に、よ
り適切かつスムーズな搬送につな
げることができるよう、急変時対
応シートを作成

急変時対応シートの作成、普及



４ 医療・介護連携に関する相談支援

 函館市地域包括支援センター

 居宅介護支援事業所

 函館市保健福祉部高齢福祉課、介護保険課

 各病院の医療相談室（地域連携室）…etc

 函館市医療・介護連携支援センター



○介護保険の知識を有する医療

ソーシャルワーカー、看護師を

配置し、支援対象者や地域の医

療・介護関係者、地域包括支援

センター等から相談を受け付け、

必要に応じて情報提供や支援を

行う。

（電話・訪問・来所メール等で対応）

４ 医療・介護連携に関する相談支援 医療・介護連携に関する相談窓口を設置

相談窓口の設置

退院支援

・調整 28件
日常の療養

支援 156件

急変時の

対応 2件

看取り4件
その他

31件

Ｒ４年度 相談内容別件数 （計221件）



６ 市民への普及啓発 地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促進する

在宅医療や介護サービス等に関する出前講座等を開催
リーフレットの作成、配付等により、理解促進を進める

高齢者大学へ
出前講座

老人福祉センター
へ出前講座

リーフレット



 介護保険について



もしも介護が必要になったら・・・



もしも介護が必要になったら・・・



もしも介護が必要になったら・・・



もしも介護が必要になったら・・・



・訪問入浴

利用者の自宅に浴槽を持ち込み、介護職員と看護職員が入浴の介護を行います。

🔲 在宅サービス（訪問系）

・訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の生活の場を訪問し、身体介護(食事、

排せつ、入浴等の介護)や、生活援助(掃除、洗濯、買い物、調理等)を行います。
通院等を目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあり
ます。

・訪問看護
看護師等が疾患のある利用者の生活の場を訪問し、主冶医の指示に基づいて

療養上の世話や診療の補助を行います。

もしも介護が必要になったら・・・

・訪問リハビリテーション

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が利用者の生活の場を訪問し、
リハビリテーションを行います。



もしも介護が必要になったら・・・

・通所リハビリテーション(デイケア)
利用者が通所リハビリテーション施設（老人保健施設、病院、診療所等）に

通い、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機能向上の為の機能訓練、
口腔機能向上サービス等を日帰りで行います。

・通所介護(デイサービス)
利用者が通所介護施設に通い、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機

能訓練、口腔機能向上サービス等を日帰りで行います。
利用者の生活の場から施設までの送迎も行います。

🔲 在宅サービス（通い系）



もしも介護が必要になったら・・・

・短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設(特養)等が、短期間の入所を受入れ、入浴、食事等の日常
生活上の支援や機能訓練等を行います。

🔲 在宅サービス（泊り系）

・短期入所療養生活介護（医療型ショートステイ）
介護老人保健施設、介護療養病棟、介護医療院が、短期間の入所を受入れ、

入浴、食事等の日常生活上の支援や機能訓練等を行います。



もしも介護が必要になったら・・・

・福祉用具貸与（レンタル）

利用者の希望や生活・心身の状況等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための
援助、取り付け、調整等を行い、福祉用具のレンタルを行います。

・特定福祉用具販売

利用者の希望や、生活・心身の状況等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶため
の援助・調整等を行い、入浴や排せつ等、レンタルになじまない福祉用具の
販売を行います。

・住宅改修費の支給

ご自宅の手すりの取り付けや段差の解消、洋式便器等への取り換えなど、
生活環境を整えるための小規模な住宅改修の費用(上限２０万円まで)のうち、
自己負担分を除いた金額が支給されます。

🔲 在宅サービス（環境系）



もしも介護が必要になったら・・・

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期的な巡回や随時通報への対応等、利用者の心身の状況に応じて、２４時間
３６５日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。また、サービ
スの提供にあたっては、訪問介護員(ホームヘルパー)だけでなく看護師等も連携
しているため、介護と看護の一体的サービスを受けることもできます。

🔲 地域密着型サービス（訪問系）

・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

利用者の選択に応じ、施設への「通い」を中心とて、短期間の「宿泊」や、
利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な雰囲気の中で、日常生活上の
支援や機能訓練を行います。

🔲 地域密着型サービス（訪問・通い・泊り系）



もしも介護が必要になったら・・・

・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

認知症と診断をされた方が少人数（5～9人）で共同生活をする施設で、
家庭的な雰囲気の中、食事、入浴等の日常生活上の介護や、機能訓練を行います。

🔲 地域密着型サービス（施設入所系）

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム）

常に介護が必要な方の入所を、定員29名以下で受入れる介護老人福祉施設です。
食事、入浴、排せつ等の日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話を行い
ます。新規入所は原則として要介護3以上の方、施設がある市区町村にお住い
の方が対象です。

・地域密着型特定施設入居者生活介護

指定を受けた、定員29名以下の有料老人ホームや軽費老人ホーム等が、
食事や入浴等の介護、機能訓練等を行います。原則として、施設がある市区町村
にお住いの方が対象です。



もしも介護が必要になったら・・・

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

常に介護が必要な方を受入れ、食事、入浴、排せつ等の日常生活上の支援や、
機能訓練、療養上の世話を行っています。新規入所は原則として、要介護３
以上の方が対象です。

🔲 施設・居住系サービス

・介護医療院

長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設で、日常的な医学管理、看取り、
ターミナルケア等の医療機能と、生活施設としての機能等があります。

・特定施設入居者生活介護

指定を受けた、有料老人ホームや軽費老人ホーム等が食事や日常生活上の
介護や機能訓練を行います。

・介護老人保健施設

在宅復帰を目指している方の入所を受入れ、自立した日常生活を送ることが
できるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護等を行います。





おもいやりのあふれる
地域になることを目指して


